
 

○小千谷市宅地開発支援事業補助金交付要綱 

令和３年３月１９日告示第２１号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、居住環境の良好な住宅地の形成及び定住人口の増加に寄与する

ため、宅地開発を行う事業者に対し、予算の範囲内において小千谷市宅地開発支援

事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、小千谷市補助金等

交付規則（昭和４４年小千谷市規則第４号）に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助対象者は、小千谷市内において宅地の供給を目的とした開発を行う事業

者とする。  

（補助対象事業） 

第３条 補助金の対象となる開発事業（以下「補助対象事業」という。）は、都市計

画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第８条の規定による本市

の用途地域（以下「用途地域」という。）内又は農業振興地域白地地域（以下「白

地地域」という。）内において、次に掲げるすべての要件に該当するものとする。 

(1) 用途地域内にあっては１団地３戸以上の宅地が確保されるものとし、白地地域

内にあっては１団地１，０００平方メートル以上であること。 

(2) 小千谷市開発行為指導要綱（平成２年小千谷市告示第３０号）に基づく事業で

あること。ただし、１，０００平方メートルに満たないものにあっては、同指導

要綱の規定の例による。 

(3) 分譲区画面積は、１区画の平均が６０坪以上であること。 

 （補助対象経費） 

第４条 補助金の交付対象経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業

の経費のうち次に掲げる経費とする。 

(1) 取付道路及び区域内道路の新設、改良、舗装工事費（用地費を除く。）。ただ

し、道路幅員は６メートル以上、その他の道路構造については小千谷市市道認定

基準によるものとし、袋路状道路の場合は、転回広場を設けること。 

(2) 消雪用井戸削井及び消雪パイプ敷設工事費 



 

(3) ガス本支管及び水道配水管（消火栓を含む。）敷設工事費 

(4) 下水道管敷設工事費 

(5) 公園、広場又は緑地の造成工事費。ただし、１平方メートル当たりの造成経費

は、１万円を上限とする。 

(6) 補助対象事業に直接関連する用地測量費、開発事業計画図等作成費等 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。ただし、補助

金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 別表に掲げる基本分（宅地開発支援事業）の補助金の交付を受けようとする

事業者（次条第１項において「申請者」という。）は、補助対象事業に着手する日

の２０日前までに、小千谷市宅地開発支援事業補助金（宅地開発支援事業費）交付

申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 宅地造成区域位置図 

(2) 現況平面図 

(3) 土地利用計画平面図 

(4) 排水施設・給水施設計画平面図 

(5) 道路計画縦・横断面図 

(6) 道路構造図 

(7) 道路整備に要する経費（測量試験費、用地購入費及び工事費）内訳書 

(8) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、同一の補助対象事業につき１回限りとする。 

３ 第１項の規定による申請に加え、別表に掲げる追加分（移住定住促進事業）の補

助金の交付を受けようとする者（次条第２項において「申請者」という。）は、小

千谷市宅地開発支援事業補助金（移住定住促進事業費）交付申請書兼実績報告書（様

式第２号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 土地売買契約書の写し及び当該土地の位置図 

(2) その他市長が必要と認める書類 

４ 前項の規定による申請は、同一年度につき１回限りとし、次条第１項の規定によ

る交付決定を受けた日の属する年度から５年度間申請することができる。ただし、



 

交付申請することができる分譲区画数の上限は、当該補助対象事業全体の分譲区画

数の２分の１以内とする。 

（交付決定等） 

第７条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

補助金の交付を決定したときは、小千谷市宅地開発支援事業補助金（宅地開発支援

事業費）交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前条第３項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助

金の交付を決定したときは、小千谷市宅地開発支援事業補助金（移住定住促進事業

費）交付決定通知書兼確定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとす

る。 

（実績報告） 

第８条 前条第１項の規定による補助金の交付決定を受けた者は、当該事業が完了し

た日から起算して１４日以内に小千谷市宅地開発支援事業補助金（宅地開発支援事

業費）実績報告書（様式第５号。以下「実績報告書」という。）を市長に提出しな

ければならない。ただし、法第２９条の規定による開発行為の許可を受けた事業に

おける実績報告書の提出期限は、法第３６条に規定する工事完了の検査済証の交付

を受けた日から起算して１４日以内とする。 

（完了検査） 

第９条 市長は、実績報告書を受理した日から起算して１４日以内に完了検査を実施

するものとする。ただし、法第３６条に規定する工事完了の検査済証の交付を受け

た事業は、完了検査を省略することができる。 

 （補助金の交付額の確定） 

第１０条 市長は、前条の完了検査を実施し、当該補助対象事業の成果が補助金の交

付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金

の額を確定し、小千谷市宅地開発支援事業補助金（宅地開発支援事業費）確定通知

書（様式第６号）により通知するものとする。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 



 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和１３年３月３１日限り、その効力を失う。 

   附 則（令和５年３月２８日告示第２８号） 

 この要綱は、公表の日から施行する。 

   附 則（令和５年７月２０日告示第１１２号） 

 この要綱は、公表の日から施行する。 

   附 則（令和６年３月２１日告示第２５号） 

 この要綱は、公表の日から施行する。 

附 則（令和８年３月３１日告示第５６号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の小千谷市宅地開発支援事業補助金交付要綱の規定は、こ

の要綱の施行の日以後に交付申請がなされた補助金について適用し、同日前に交付

申請がなされた補助金については、なお従前の例による。 



 

別表（第５条関係） 

区分 補助基準額 補助率 補助金額 

基
本
分 

宅地開発支

援事業費 

補助対象経費を分譲区画数で除した額とし、１区

画当たりの上限額は、４００万円とする。ただし、

これに１円未満の端数が生じたときは、これを切

り捨てた額とする。 

２分の１ １区画当たりの上限額は、２００万円とする。た

だし、これに１円未満の端数が生じたときは、こ

れを切り捨てた額とする。 

追
加
分 

移住定住促

進事業費 

同上 ２分の１ 同上 

 要件 小千谷市定住促進マイホーム取得補助金交付要綱（令和２年小千谷市告示第１７号）第２条第８号の転入者が、分

譲区画を購入する場合は、追加分（移住定住促進事業費）を申請することができる。ただし、申請することができ

る分譲区画数の上限は、当該補助対象事業全体の分譲区画数の２分の１以内とする。 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１号（第６条関係） 

 

小千谷市宅地開発支援事業補助金（宅地開発支援事業費）交付申請書 

 

年  月  日 

小千谷市長 あて 

申請者 

住所                  

氏名（名称等）             

電話番号                

 

   年度小千谷市宅地開発支援事業補助金（宅地開発支援事業費）の交付を受けたいので、小千谷

市宅地開発支援事業補助金交付要綱の規定により、次のとおり申請します。 

１ 交付申請額  ※1,000 円未満切捨               円 (a)×(d) 

２ 完了予定年月日        年   月  日 

３ 補助対象分譲区画の所在地  小千谷市 

４ 補助対象分譲区画数              区画 (a) 

５ 補助対象経費               円 (b） 

６ １区画当たり補助基準額  

※１円未満切捨、上限額 400 万円 
              円 (c)= (b)÷(a) 

７ １区画当たり補助金の額  

※１円未満切捨、上限額 200 万円 
              円 (d)=(c)×1/2 

添付書類 

□ 宅地造成区域位置図 

□ 現況平面図 

□ 土地利用計画平面図 

□ 排水施設・給水施設計画平面図 

□ 道路計画縦・横断面図 

□ 道路構造図 

□ 道路整備に要する経費（測量試験費、用地購入費及び工事費）内訳書 

□ その他 



 

様式第２号（第６条関係） 

 

小千谷市宅地開発支援事業補助金（移住定住促進事業費） 

交付申請書兼実績報告書 

 

年  月  日 

小千谷市長 あて 

申請者 

住所                  

氏名（名称等）             

電話番号                

 

   年度小千谷市宅地開発支援事業補助金（移住定住促進事業費）の交付を受けたいので、小千谷

市宅地開発支援事業補助金交付要綱の規定により、次のとおり申請します。 

１ 交付申請額  ※1,000 円未満切捨            円 (a)×(b) 

２ 小千谷市宅地開発支援事業補助金（宅地開発支援

事業費）交付決定日、番号 
  年  月  日付 小建第  号 

３ 補助対象分譲区画数 

※宅地開発支援事業費補助金交付申請書(a)欄 
        区画  

４ １区画当たり補助金の額  

※宅地開発支援事業費補助金交付申請書(d)欄 
            円 (a) 

５ 交付申請分譲区画数            区画 (b) 

  

過
年
度
申
請
分 

   年度   区画 

     年度   区画 

     年度   区画 

     年度   区画 

     合計   区画 

添付書類 

□ 土地売買契約書の写し及び当該土地の位置図 

 □ その他 



 

様式第３号（第７条関係） 

 

第    号 

年  月  日 

 

 様 

 

小千谷市長  印 

 

小千谷市宅地開発支援事業補助金（宅地開発支援事業費）交付決定通知書 

 

    年  月  日付けで交付申請のあった、   年度小千谷市宅地開発支援事業補助金（宅

地開発支援事業費）について、次のとおり決定したので通知します。 

 

 

１ 交付決定額       円 

２ 交付条件 (1) 補助金の対象となる事業及びその内容は、小千谷市宅地開発支援事業

補助金交付要綱の規定及び小千谷市宅地開発支援事業補助金（宅地開発

支援事業費）交付申請書に記載のとおりであること。 

(2) その他 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第４号（第７条関係） 

 

第    号 

年  月  日 

 

 様 

 

小千谷市長  印 

 

小千谷市宅地開発支援事業補助金（移住定住促進事業費） 

交付決定通知書兼確定通知書 

 

    年  月  日付けで交付申請及び実績報告のあった、   年度小千谷市宅地開発支援事

業補助金（移住定住促進事業費）について、次のとおり決定し、補助金の額を確定したので通知しま

す。 

 

 

１ 交付確定額       円 

２ 交付条件 (1) 補助金の対象となる事業及びその内容は、小千谷市宅地開発支援事業

補助金（移住定住促進事業費）交付申請書兼実績報告書に記載のとおり

であること。 

(2) その他 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第５号（第８条関係） 

 

小千谷市宅地開発支援事業補助金（宅地開発支援事業費）実績報告書 

 

年  月  日 

小千谷市長 あて 

申請者 

住所                  

氏名（名称等）             

電話番号                

 

   年  月  日付け  第  号 で交付決定のあった小千谷市宅地開発支援事業補助金（宅

地開発支援事業費）に係る事業を完了したので、小千谷市宅地開発支援事業補助金交付要綱の規定に

より、次のとおり報告します。 

１ 交付決定額                 円  

２ 精算額               円 

３ 事業完了年月日        年   月  日 

 

 

私は、補助金を次の金融機関に口座振込することを申し出ます。 

金融機関名        （銀行・信用組合・金庫・農協）        （本店・支店） 

預金種別 （ 普通 ・ 当座 ） 

口座番号  

口座名義 
フリガナ 

氏名（名称等） 

※ 口座名義は申請者（請求者）と同一であること。 

 

 

 



 

 

様式第６号（第１０条関係） 

 

第    号 

年  月  日 

 

 様 

 

小千谷市長  印 

 

小千谷市宅地開発支援事業補助金（宅地開発支援事業費）確定通知書 

 

    年  月  日付け第  号で交付決定した、小千谷市宅地開発支援事業補助金（宅地開発

支援事業費）について、次のとおり補助金の額を確定したので通知します。 

 

 

１ 確定額       円 

 


